
組
合
は
7
月
9
日
昼
休
み
・

18
時
か
ら
職
員
集
会
を
開
き

ま
し
た
。
集
会
で
は
「
地
方
公

営
企
業
法
全
部
適
用
に
関
す

る
」7
月
7
日
の
労
使
協
議
の

報
告
、県
立
病
院
の
実
態
報
告
、

南
１
病
棟
7
月
か
ら
助
産
師
の

変
則
２
交
代
制
試
行
の
報
告

を
し
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、全
部
適
用

に
な
ぜ
す
る
の
か
？

労
働

協
約
を
結
ぶ
過
半
数
職
員
団

体
が
出
来
な
か
っ
た
ら
ど
う
な

る
の
か
？

全
部
適
用
に
な

る
前
に
昇
任
昇
格
の
適
正
運

用
で
給
与
是
正
を
図
っ
て
欲
し

い
。

職
員
定
数
欠
員
を
解
消

し
て
、年
休
が
取
れ
る
ゆ
と
り

の
あ
る
職
場
に
す
る
の
が
先
。

な
ど
意
見
・要
望
が
た
く
さ
ん

出
ま
し
た
。

組
合
は
、
全
部
適
用
に
は
慎

重
に
対
処
す
る
が
、労
使
関
係

が
労
働
組
合
法
に
基
づ
く
よ

う
に
な
る
こ
と
か
ら
職
員
の
権

利
を
守
り
、意
見
や
要
望
を
実

現
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
地
域

医
療
を
公
的
病
院
と
し
て
充

実
さ
せ
る
た
め
に
、市
民
病
院

に
一
つ
し
か
な
い
「
さ
ぬ
き
市

民
病
院
職
員
組
合
」
へ
の
組
合

加
入
を
訴
え
ま
し
た
。

職
員
集
会
は
、7
月
13
・14

日
に
も
、昼
休
み
と
18
時
か
ら

職
員
食
堂
に
て
開
か
れ
ま
す
。

第25号 住民生活の繁栄と地方自治の発展を住民と進める自治労連 2009年7月10日

さ
ぬ
き
市
民
病
院
職
労

職
員
集
会
開
く

―
職
員
増
や
せ
・
地
方
公
営
企
業
法
全
部
適
用
に
関
し
て
―

今後の予定

7月18日～19日（日）13：00～第18回自治体労働者 労働安全衛生・職業病

全国交流集会（広島）

7月28日（火）12：20～反核ライダー四国コース・高松集会（JR高松駅前）

13：00～高松市役所懇談

15：00～さぬき市役所懇談

16：00～さぬき市民病院懇談

8月1日～2日（日）13：30～四国ブロック現評夏季学習交流集会（大洲）

8月22日～25日（火）自治労連第31回定期大会（東京）

9月4日（金）13：30～四国ブロック（協）幹事会（高知）

えっ！栗林病院が無くなるの？
高松市域の公的医療を考える学習会に参加しませんか

講師 桂木誠志さん（社会保険病院・厚生年金病院等の存続をめざす
全国連絡会 事務局長）

とき 2009年7月24日（金）18時30分～20時
ところ 香川県社会福祉総合センター7階 第一中会議室

6
月
19
日
か
ら
21
日
に
松
山

で
第
36
回
医
療
研
究
全
国
集

会

が

開

催

さ

れ

ま
し
た
。

二
日
目
の
分
科
会
か
ら
参
加
。

医
療
や
介
護
の
現
場
か
ら
生
々

し
い
、
厳
し
い
労
働
の
現
状

を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

三
日
目
に
は
、

「
医

師

不

足

と
地

域

医

療

を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ

で

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
が

催
さ
れ
ま
し
た
。

松
本
記

自治労連 四国ブロック協議会

香川県事務所ニュース

〒760-0068 高松市松島町1丁目17-10

瀬戸内ビル2F

Tel.087-833-7501 Fax.087-833-7533

E-mail:koumuippan@festa.ocn.ne.jp

http://www.geocities.jp/koumuippan/



香
川
公
務
公
共
一
般
労
働

組
合
第
5
回
定
期
大
会
が
7

月
4
日
午
後
2
時
半
よ
り
、高

松
市
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
で

開
か
れ
ま
し
た
。

’09
年
度
運
動
方
針
と
し
て
、

①

非
正
規
雇
用
労
働
者
の

生
活
と
権
利
を
守
っ
て
闘

お
う
！

②

職
場
に
労
働
組
合
を
確

立
し
よ
う
！

と
の
二
点
の
提
案
が
あ
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

運
動
を
実
現
す
る
た
め
に

①

広
報
・宣
伝
活
動
を
充
実

す
る
。
（ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・

組
合
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
）

②

県
労
連
、民
主
団
体
や
地

方
議
員
と
の
連
帯
の
輪
を

広
げ
る
。

③

役
に
立
つ
学
習
会
や
講

演
会
に
参
加
し
て
労
働
組

合
関
係
の
知
識
を
深
め
ま

す
。

④

執
行
委
員
会
の
充
実
を

図
り
ま
す
。

⑤

組
合
費
の
見
直
し
を
し

ま
す
。

以
上
5
点
の
活
動
計
画
案

を
承
認
し
ま
し
た
。

「
労
働
相
談
に
強
く
な
ろ
う
」

講
座
が
、7
月
4
日
高
松
市
市

民
文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
講
師
は
自
治
労

連
本
部
専
門
委
員
の
藤
倉
純

夫
氏
（労
働
相
談
担
当
）
が
あ

た
り
ま
し
た
。

藤
倉
氏
の
講
演
の
中
で

①

ま
ず
公
務
職
場
に
お
け

る
法
の
適
用
関
係
で
は
、
非

正
規
職
員
で
公
務
員
関
係

法
規
非
適
用
の
場
合
は
、
労

働
基
準
法
・
労
働
組
合
法

を
適
用
す
る
。

②

監
督
機
関
に
つ
い
て
は
、

人
事
委
員
会
と
労
基
署
の

分
担
協
定
が
あ
る
。

③

労
基
法
（
労
働
基
準
法
）

の
考
え
方
と
し
て
は
、対
象

は
す
べ
て
の
労
働
者
で
あ

り
、正
規
で
あ
ろ
う
が
非
正

規
で
あ
ろ
う
が
関
係
な
く

適
用
さ
れ
る
。

④

労
働
相
談
の
構
え
と
し

て
は
、
い
か
に
相
談
者
の
信

頼
を
得
る
か
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、行
政
機
関

の
役
割
分
担
と
使
い
方
を

理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

労
基
署
・・・・・・・労
基
法
違
反
の

摘
発
と
労
災
の
受
付
・審
査

職
安
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）・・・・・・

職
業
紹
介
と
雇
用
保
険
の

手
続
き

社
会
保
険
事
務
所
・・・・・・健
保
・

厚
生
年
金
事
務

⑤

労
基
法
の
定
め
る
労
働

の
基
準
は
、最
低
の
も
だ
と

い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ

と
。

し
た
が
っ
て
、
労
基
法
を
超

え
た
労
働
条
件
は
労
組
で

し
か
勝
ち
取
れ
な
い
こ
と

を
理
解
す
る
。

⑥

労
働
者
に
対
し
て
は
、学

校
で
は
教
わ
ら
な
い
労
基

法
な
ど
の
労
働
教
育
が
た

い
へ
ん
重
要
で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

第25号 住民と地方自治の発展を住民と進める自治労連 2009年7月10日

香
川
公
務
公
共
一
般
労
働
組
合

第
5
回
定
期
大
会
開
く

「労働相談に強くなろう」講座 7月4日 講師は藤倉純夫氏


